
令和６年３月29日　金曜日� 号　外（11）長 崎 県 公 報

─ 1 ─

毎週火曜・金曜日発行� ○印は長崎県例規集に登載するもの

◎　労働委員会規則� 所管課（室）名　

〇長崎県労働委員会事務局組織規則の一部改正� 労働委員会事務局

◎　労働委員会訓令

〇長崎県労働委員会事務局決裁規程の一部改正� 労働委員会事務局

�

　長崎県労働委員会事務局組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和６年３月29日

� 長崎県労働委員会　会長　國弘　達夫　

長崎県労働委員会規則第１号

　　　長崎県労働委員会事務局組織規則の一部を改正する規則

　長崎県労働委員会事務局組織規則（昭和48年長崎県規則第47号）の一部を次のように改正する。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　（事務局長等）

第４条　略

２　略

３�　前２項に定める職のほか、組織上の職として参事監、参

事、副参事、主査又は主任主事を置くことができる。

　（係及び班）

第４条　調整審査課に、次の係及び班を置く。

　　総務係

　　調整審査班

２　係及び班の分掌事務は、課長が定める。

　（事務局長等）

第５条　略

２　略

３�　前２項に定める職のほか、組織上の職として参事監、参

事、副参事又は主査を置くことができる。

　　　附　則

　この規則は、令和６年４月１日から施行する。

長崎県労働委員会訓令第１号

� 長崎県労働委員会事務局　

　長崎県労働委員会事務局決裁規程（昭和48年長崎県地方労働委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。

　　令和６年３月29日

� 長崎県労働委員会　会長　國弘　達夫　

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。
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改正後 改正前

　（定義）

第�２条　この規程において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。

　　略

　�　代決　決裁を行う者が不在のときは、他の者が当該決

裁を行う者に代って決裁することをいう。

　（決裁の制限）

第�３条　この規程により決裁を行うことができることとされ

た事務であっても、次の各号のいずれかに該当するものに

ついては、上司の指示を受けなければならない。

　～　略

　（代決の制限）

第�４条　この規程により代決を行うことができるとされた者

であっても、当該事案が重要又は異例に属する事項である

ときは、代決することができない。ただし、急を要する事

項及びあらかじめ処理の方針を指示された事項について

は、この限りでない。

　（不在代決）

第７条　略

２�　課長等の代決については、長崎県決裁規程第18条の規定

を準用する。

　（定義）

第�２条　この規程において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。

　　略

　�　代決　決裁を行なう者が不在のときは、他の者が当該

決裁を行なう者に代って決裁することをいう。

　（決裁の制限）

第�３条　この規程により決裁を行なうことができることとさ

れた事務であっても、次の各号の一に該当するものについ

ては、上司の指示を受けなければならない。

　～　略

　（代決の制限）

第�４条　この規程により代決を行なうことができるとされた

者であっても、当該事案が重要又は異例に属する事項であ

るときは、代決することができない。ただし、急を要する

事項及びあらかじめ処理の方針を指示された事項について

は、この限りでない。

　（不在代決）

第７条　略

２�　課長等が不在のときは、総括課長補佐がその事務を代決

することができる。

　　　附　則

　この訓令は、令和６年４月１日から施行する。
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